
■ 中波放送の難聴対策等の支援 

 国民生活に密着した情報や災害時における生命・財産の確保に必要な情報の提供を確保するため、中

波放送の難聴対策及び災害対策のため中継局整備等を行う自治体、放送事業者等を支援します。 

災害に強い情報通信インフラの構築 

 

 災害発生時に必要となる情報の提供手段を確保するため、中波放送の難聴対策及び災害対策のため

中継局整備等を行う自治体、放送事業者等への支援、自治体と電気通信事業者等が連携した災害対応

のマニュアルの検討や訓練、災害対策用の移動通信機器・移動電源車の貸与、自治体へのコンサルテー

ションを実施します。 

 １ 災害発生時の体制強化の支援  

◆平成２６年度及び平成２７年度予算「民放ラジオ難聴解消支援事業」により、難聴解消のための中継局整

備を行う民放ラジオ放送事業者等に対し支援を実施します。 

イメージ図 

F M 
  A M 

◆近畿管内の整備状況 
平成２６年度予算 
平成２７年度予算 

【主たるＦＭ補完局】 生駒山 
 Ｈ２８年３月開局予定 
  毎日放送 
  朝日放送 
  大阪放送 

【ＦＭ補完局】 田辺 
 Ｈ２８年３月開局予定 
  ※ 和歌山県 

【主たるＦＭ補完局】 御坊 
 Ｈ２８年３月開局予定 
  ※ 和歌山県 

【主たるＦＭ補完局】 海南 
 Ｈ２８年３月開局予定 
  ※ 和歌山県 

※ 公設民営：和歌山県が整備を行い、 
  民間放送事業者サービスを実施。 

9 



災害に強い情報通信インフラの構築 

■ 災害対策用移動通信機器等の貸与による支援 

 当局では、災害発生時に自治体等から要請があれば、災害対策用移動通信機器（衛星携帯電話、簡易

無線、ＭＣＡ無線）及び移動電源車を速やかに被災地等に搬送して貸与する体制を整えています。 

 災害発生時に迅速かつ円滑に運用ができるようにするため、自治体主催の防災訓練での活用も促す等、

情報伝達手段の確保の支援に努めています。 

◆災害対策用移動通信機器の貸与 

 災害対策本部等から総務省又は総合通信 
 局に要請があれば、速やかに移動通信機 
 器を現地へ搬入し、貸与します。    
 ※無線従事者資格、通信料等は不要  

【衛星携帯電話】 

災害発生時の貸与実績 

 （平成24年6月の梅雨期集中豪雨） 
 和歌山県    衛星携帯電話 15台 
       簡易無線局 30台 
 奈良県川上村  衛星携帯電話 3台 
 奈良県十津川村  衛星携帯電話 7台    
 
 （平成24年8月の集中豪雨） 
 京都府宇治市  衛星携帯電話 6台 
 
 （平成25年9月の台風18号による豪雨災害） 
 京都府福知山市  簡易無線局 5台 

災害発生

関係機関等

ＭＣＡ

簡易無線
被災地

貸出指示

総務省
総合通信局等

被災地へ
運搬

災害対策本部等

貸出要請

最寄りの
配備拠点等

①

②
③

河川の
状況は？

氾濫して
ません。

準備完了
です。

了解。

簡易無線

生活物資の調達等の
連絡手段として使用

MCA

災害復旧現場や現地災害対策
本部との間の連絡手段として
使用（復旧状況把握、現場作業
連絡、被災者安否確認等）

衛星携帯電話

災害時の連絡手段として活用

衛星携帯電話

【災害発生時の移動通信機器の貸与イメージ図】 

【簡易無線】 【MCA無線】 

車種：４ＷＤオフロード対応乗用車（定員2名） 
容量：単相100V、5.5kVA 
用途：一般的なコンセントタイプで、通信機器 
    の電源供給などに対応 
稼働時間：満タン(60L)時で36時間程度 

 災害の発生により電気通信設備や放送設備等への電力供給が途絶
し、情報伝達に係る重要な情報通信ネットワークの機能維持に支障が
生じた場合、地方公共団体や電気通信事業者、 放送事業者等から要

請があれば、移動電源車を被災地に搬送し、電力供給を支援する貸与
体制を整えています。 

◆災害対策用移動電源車の貸与 
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災害に強い情報通信インフラの構築 

 災害発生時に災害対策用移動通信機器を迅速かつ確実に搬送するためには、平時から多様な搬送ルートを確保
しておく必要があります。このため、様々な想定による搬送訓練を実施しています。 
 平成27年10月に実施された「近畿府県合同防災訓練」では、京都府南部に直下型大規模地震が発生し、京都府

から通信機器の貸与要請がされたとの想定で、大阪府八尾空港から山城総合運動公園（宇治市）までの間で国土
交通省近畿地方整備局のヘリコプタにより空路搬送訓練を行いました。 
 昨年度も、陸上自衛隊の協力を得て和歌山県庁への空路搬送訓練を実施したところですが、災害発生時に備えて、
様々な機関との連携強化と作業の習熟により、迅速かつ確実な搬送ができるよう努めています。 

多様なルートによる搬送訓練の実施 

■ 自治体への情報提供やコンサルテーションの実施 

 管内の府県、政令指定都市の防災会議や防災関係機関で構成する会議への参加、また、そこでの活動

を通じて、連携の強化や、災害発生時における当局の支援体制等の情報提供を行っています。 

 また、南海トラフ巨大地震による被害が想定される自治体には、個別に防災情報伝達手段に係る意見交

換や情報提供を行い、コンサルテーション等を実施しています。 

 さらに、防災関係機関を対象としたセミナーを年２回開催し、先の大震災の教訓や防災・減災に係る動向、

最新の情報伝達機器の実演紹介など、今後の防災・減災対策の整備の「きっかけ」となる情報提供を通じ

て防災情報伝達手段の多様化・多重化を促す周知啓発も行っています。 
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通信機器の空路搬送訓練（山城総合運動公園） 移動電源車の展示（山城総合運動公園） 

「防災情報通信セミナー」（H27.11.26）でのミニ研修会 「近畿地方非常通信協議会総会」（H27.5.28）での講演会 
（神戸新聞社 長沼 隆之 氏による講演） 



災害に強い情報通信インフラの構築 

 

 観光や防災の拠点における来訪者や住民の情報収集等の利便性を高めるため、公衆無線ＬＡＮ環境の

整備を促進します。 

 また、災害時の住民への迅速かつ多様な情報伝達を可能とするため、Ｌアラートの普及促進を図るととも

に、災害時の重要な防災情報伝達手段である市町村防災行政無線及び消防・救急無線のデジタル化、漁

業無線を活用した非常通信訓練の実施等を促進します。 

２ 情報伝達手段の多重化・多様化の促進 

■ Ｌアラートの普及促進 

 関係機関等と連携し、観光・防災Wi-Fiステーションの整備促進やＬアラートの普及促進を図り、住民が地

方公共団体等から災害関連情報等を確実に入手できるような情報通信環境の構築に向けた取組を促進し

ます。 

◆Ｌアラートとは・・・ 
 安心・安全に関わる公的情報など、住民が必要とする情報が迅速かつ正確に住民に伝えられることを目的に、地方
自治体、ライフライン関連事業者など公的な情報を発信する「情報発信者」と、放送事業者、新聞社、通信関連事業
者などその情報を住民に伝える「情報伝達者」とが、この情報基盤を共通に利用することによって、効果的な情報伝
達を実現しようとするものです。 
 住民にとっては、全国の情報発信者が発信した情報を、テレビ、ラジオ、携帯電話等の様々なメディアを通じて入手
することが、市町村等の情報伝達者にとっては、１回の入力で多様なメディアに向けて情報を発信することが、放送局
等の情報伝達者側では、自治体への電話連絡・確認事務が著しく減少し、正確な情報を国民向けに伝達することが
それぞれ可能となる利点があります。 

◆Ｌアラートの利用イメージ 
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市町村  
災害時の避難勧告・指示、
お知らせ等 

情報発信 

都道府県 

防災情報・ 
お知らせ等 

標準フォー
マットで接続 

多様な 
フォーマット 

収集・フォーマット変換・配信 

情報伝達 

ネット事業者 

システム接続 

※インターネット等での
データ交換に用いられる
標準言語（ＸＭＬ）を使用 

メインサーバ 

ラジオ事業者 

読み上げ   情報閲覧 

テレビ事業者    

システム接続 

情報閲覧・入力 

ラジオ 

デジタルＴＶ 

○月○日、××町
で災害対策本部が
設置・・・・・・ 

携帯電話 
・スマートフォン 

緊急速報メール 
（エリア内全員にプッシュ配信） 

防災アプリの活用 
（アプリ利用者にプッシュ配信） 

緊急放送 
（音声で伝達） 

インターネット等 

ウェブ配信 
（テキストで表示） 

データ放送 など 
（テキストで表示） 

中央省庁等 
 ・Ｊアラート情報（消防庁） 

・気象情報（気象庁） 
※総合防災情報システム 

 (内閣府）とも接続予定 

ライフライン等 
通信、電気、ガス、交通、生活必需品等 

新たなサービス事業者 
（サイネージ、カーナビ等） 

携帯電話事業者 

システム接続 

防災情報システム 

 サイネージ、カーナビ等 
 
 

①テキスト情報の受信・配信等の機能 
②複数のフォーマットへの変換を行う機能 
を有する防災情報伝達の共通基盤を構築 

※一般財団法人マルチメディア振興センターが平成２３年６月より運営 

地上波 
ケーブル 

バックアップ 
サーバ 

（
拡
充
予
定
） 

地域住民 



◆Ｈ２６年度補正予算「Ｇ空間防災システムとＬアラートの連携推進事業」 
 Ｌアラートにおける自治体等による位置情報等の入力支援やメディアによる災害情報の視覚化等の実証、Lアラート
やG空間情報に対応した自治体の防災情報システムの標準仕様策定に向けた実証等を実施します。 

代表提案団体 事業名 実施地域

立命館大学 Ｇ空間地下街防災システムの高度化・実証と普及・展開 大阪市、東京都、名古屋市

奈良県立医科大学 奈良県における住民及び旅行者を対象としたＬアラート情報伝達に関する実証事業 奈良県

◆Ｌアラートの普及状況 
 （平成２７年１１月１日時点） 
 近畿管内では、 
 滋賀県、京都府、大阪府 
 及び兵庫県で運用中です。 

災害に強い情報通信インフラの構築 

■ G空間防災システムとＬアラートの連携推進事業の促進 

 安全で災害に強い社会を実現するため、「Ｇ空間防災システム」の効果的な成果展開に向けて、Ｌアラー

トとＧ空間情報の連携推進や自治体の防災情報システムへの実装を促進します。  

◆近畿管内での採択案件 
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（モデル例） 
波浪計のデータ等を利用した津波
等の災害予測及び情報伝達 

地域情報プラット
フォームの充実 



災害に強い情報通信インフラの構築 

■ 防災行政無線のデジタル化による高度化及び普及の促進 

 防災行政無線未整備の自治体への導入の働きかけを行い、より一層の整備を図ります。また、防災情報

の多様な情報伝達が可能となる防災行政無線のデジタル化を周波数有効利用促進事業の活用などによ

り促進します。 

   同 報 系     

子 局 
（屋外拡声子局） 

子 局 
（戸別受信機） 

  移 動 系   

移 動 局 
（ 携 帯 型 ） 移 動 局 

（ 可 搬 型 ） 

移 動 局（ 車 載 型 ） 

親局／基地局
（市町村庁舎） 

◆ 同 報 系 
周  波 数 ： ６０ＭＨｚ帯 
通信方式 ： 受信設備のみの同報子局は同報通信方式、 

アンサーバック機能を有する同報子局は単信方式 
・市町村庁舎の親局から子局への一斉通報に活用。 
・子局には、屋外型拡声方式と各戸ごとに受信機を設置する戸別受

信機方式がある。 

◆ 移 動 系 
周  波 数 ： ２６０ＭＨｚ帯、１５０ＭＨｚ帯、４００ＭＨｚ帯  
通信方式 ：単信方式（１５０ＭＨｚ帯、４００ＭＨｚ帯） 

複信方式（２６０ＭＨｚ帯） 
・市町村庁舎の基地局と移動可能な移動局との相互連絡に活用。 
・市町村庁舎と防災関係機関、行政関係機関、生活関連機関との相

互連絡に活用。 
・車載型、可搬型及び携帯型等がある。 

  

１．デジタル方式による高品質な音声伝送が可能 
２．多チャンネル化が可能 
３．市町村と関係施設の通信が可能 
４．データ通信が可能 

特  徴 

１．携帯電話のような通話が可能 
２．マルチメディア通話が可能 
３．隣接市町村との相互応援のための通信システム構築が容易 
４．基地局エリア外で移動局間の複信通信が可能 
５．デジタル方式のため高品質、干渉に強く、秘話性がある 

特  徴 

双方向通信 複数チャネル化 データ通信 

市町村 
（固定系親局） 

複信通信 テレメータ監視 

音声＋データ伝送 

デジタル同報無線システム 

文字表示 

監視カメラ 

戸別受信機 

応援通信 双方向通信 マルチメディア対応 

市町村役場（統制局） 

携帯型 

可搬型 

車載型 

FAX 

電話 

交換機 

制御装置 

遠隔制御装置 

サーバ 

各課ＰＣ 

統制台 

LAN 

有線網 

基地局 

デジタル移動通信システム 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

◆防災行政無線のイメージ 
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災害に強い情報通信インフラの構築 

◆ＭＣＡとは・・・ 
(Multi Channel Access System) 
 
運送業等の通信のために整備さ
れた無線システム。他の中継局
を介して交互に通話する方式で、
一斉通報等の機能があり、防災
無線の代替として利用が可能と
なっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 消防・救急無線の確実なデジタル化移行 

 平成２８年５月３１日までの消防・救急無線のデジタル化移行が円滑に行われるよう、迅速な免許処理や

財政支援措置に関するアドバイスなどに努めます。 

１．データ伝送による確実かつ効率的な
消防救急活動の支援 
 
○車両の効果的な運用 
○支援情報の高度化 
  （消火栓などの水利位置情報、受け入れ
可能な病院情報、要援護者情報の把握） 
○情報伝達の確実化 
  （文字情報や位置情報等の視覚化） 

３． 通信の秘匿性向上による搬送患者
の個人情報等の保護 
 
○通信の秘匿性向上により、市販の一般的
な無線機での傍受不可。 
○個人情報、テロ等国民保護事案・特殊災
害事案の機密情報等の保護強化。 

松山市消防 

傷病者の氏名に
あっては、○○○
です。 

了解、傷病者の
氏名は、○○○
ですね。 

［受信］ 
？？？・・・ 
（正しい音声に 
 聞こえない。） 

汎用 
受信機 

？ 

消防救急デジタル無線システムの整備により期待されるメリット 

２． 無線チャンネルの増加 
 
○利用可能なチャンネル増加により事案別
にチャンネルを区別可能。 

ch1 ch1 ch2 

複数事案でチャンネル
を共有 

ch1 ch2 ch3 

事案別にチャンネル
を区別 

◆近畿管内の市町村防災行政無線等整備状況 

   （平成27年9月末現在 （全国の統計は平成27年3月末現在））     ※ＭＣＡによるものを含む 

◆防災行政無線デジタル化の状況 （平成27年9月末現在） 

※ＭＣＡによるものを含む 
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都道府県 市町村数 同報系整備数
デジタル
同報系整備数

同報系
デジタル化率

移動系整備数
デジタル
移動系整備数

移動系
デジタル化率

滋賀県 19 13 7 53.8% 16 6 37.5%
京都府 26 16 12 75.0% 19 7 36.8%
大阪府 43 40 25 62.5% 40 27 67.5%
兵庫県 41 25 15 60.0% 24 5 20.8%
奈良県 39 26 9 34.6% 32 9 28.1%
和歌山県 30 30 12 40.0% 27 3 11.1%
管内合計 198 150 80 53.3% 158 57 36.1%

都道府県 市町村数
整備

市町村数
整備率

同報系
のみ整備

移動系
のみ整備

同報系・
移動系併設

滋賀県 19 19 100% 3 6 10
京都府 26 25 96.2% 6 9 10
大阪府 43 41 95.4% 1 1 39
兵庫県 41 32 78.1% 8 7 17
奈良県 39 36 92.3% 4 10 22
和歌山県 30 30 100% 3 0 27
管内合計 198 183 92.4% 25 33 125

全国 1741 1659 95.3% - - -



災害に強い情報通信インフラの構築 

【補助スキーム】 
●補助金の交付主体：市町村 
●補助対象経費（電波利用財源）： 

150MHz帯及び400MHz帯を使用する防

災行政無線並びに消防・救急無線を一体
で260MHz帯へ移行する無線設備（デジタ
ル方式）の整備費 

●補助率：１／２ 
●計画年数：平成25年度～平成28年度 

【平成27年度予算額（電波利用料財源）】 
 ３４．７億円 

◆周波数有効利用促進事業 
（デジタル防災ＩＣＴシステム等
の整備） 

周波数の一層の有効利用を促進
するため、デジタル方式の防災
行政無線等の整備の推進を図り
ます。 

防災行政無線（同報系） 

公共BB（携帯用端末） 

（車載）移動局 防
災
行
政
無
線(

移
動
系) 

（市町村・消防本部） 

（携帯・可搬) 
 移 動 局 消防・救急無線 

平成27年度整備支援対象 

■ 漁業無線を活用した非常時等における通信確保の促進 

 平成２３年の東日本大震災において、陸上の通信回線が不通の中、被災地の漁業用海岸局から船舶局

等を中継し、行政機関へ被害状況等を伝達するなど漁業無線が有効に活用されました。 

 管内においては、南海トラフ巨大地震等による津波災害が想定されていることから、漁協や自治体に対し

て、このような漁業無線の有効な活用事例等を紹介し、当該地域の防災意識の向上と非常通信訓練の実

施を促します。また、統廃合が検討されている漁業用海岸局には、広域通信エリア確保に係る制度説明等

を行うなど通信確保の促進を図ります。 

訓練の様子 

○ 漁業無線の構成図 ◆漁業無線の構成図 
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海岸局 

船舶局 

船舶局 

船舶局 

船舶局間通信 

海岸局・船舶間通信 

船舶局間通信 

船舶局間通信 

漁業無線の主な無線設備 
 ①27MHz帯・40MHz帯無線電話 
 ②MF/HF帯無線電話 

入出港通報、気象、水温、
相場、航行警報 

漁場、漁法等
の指示 
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